
旅客営業規則 新旧対照表 

（下線は変更部分を示す） 

改正前 改正後 

（定期券の一括発売）   

第36条 通用開始日及び通用期間を同じくする定期券（共通全線定期券は除く。）は事

業所又は指定学校、保育所若しくは幼保連携型認定こども園ごとに発売日を指定し

て、別に定めるところにより、一括して発売することがある。 

第36条 削除 

２ 前項の規定により、定期券を一括発売する場合で、その通用期限を一定させるため

に所定の通用期間のほかに、端数となる日数を付加して発売することがある。ただ

し、端数となる日数は90日以内とする。 

  

３ 定期券の一括発売を行う場合は、第33条及び第34条に定める様式にかかわらず、次

の様式を用いるものとする。 

  

縦 29.7㎝  横 21.0㎝   

 

 

４ 第１項にかかわらず、ＩＣＯＣＡ定期券は一括発売を行わない。   

  附 則 

  この規則は、2022年９月13日から施行する。 

 



 

連絡運輸規則 新旧対照表 

（下線は変更部分を示す） 

改正前 改正後 

（準用規定）   

第18条 旅客営業規則第36条の規定は、第16条及び第17条の規定において準用する。   

(注) 準用する旅客営業規則の内容は、次のとおりである。   

第36条 定期券の一括発売   

（特別割引通勤定期券及び特別割引通学定期券の発売） （特別割引通勤定期券及び特別割引通学定期券の発売） 

第18条の２ 身体障がい者等に対する特別割引通勤定期券及び特別割引通学定期券の発

売については、身障等割引規則の定めるところによる。 

第18条 身体障がい者等に対する特別割引通勤定期券及び特別割引通学定期券の発売に

ついては、身障等割引規則の定めるところによる。 

 附 則 

 この規則は、2022年９月13日から施行する。 

 


